
１

•報告書類一式から必要書類をダウンロードする

•建築物、設備、防火設備でそれぞれ報告書を作成する

２

•報告書のデータをPDF形式データに変換し、ZIP形式ファイ
ルにまとめる（ファイルサイズはそれぞれ10Mまで）

３

•オンライン申請バナーから申請を行う

•詳細は下記のホームページ参照

※定期報告とは、建築基準法第12条第1項及び第3項の規定に基づく

特定建築物・特定建築設備等の定期報告（昇降機を除く）のことです

１.申請手続きの流れ

２.オンライン申請の入り口

３.お問合せ先

浜松市 都市整備部 建築行政課 建築安全グループ

TEL 053-457-2471 E-mail：kensido@city.hamamatsu.shizuoka.jp

浜松市ＨＰ 定期報告

▶ＱＲコードから

▶浜松市ホームページから


